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電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
の
公
示
」
を
「
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
つ
い
て
、
」
を
「
の
免
許

状
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
」
に
、
「
事
項
を
公
示
」
を
「
も
の
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
事
項
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
は
、
自
己
の
無
線
局
の
開
設
又
は
周
波
数
の
変
更
を
す
る
場
合

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
混
信
に
関
す
る
調
査
を
行
お
う
と
す
る
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
調
査

を
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
者
に
対
し
、
無
線
局
の
無
線
設
備
の
工
事
設
計
そ
の
他
の
無
線
局
に
関
す
る

事
項
に
係
る
情
報
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
当
該
情
報
を
同
項
の
調
査
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た

め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
周
波
数
割
当
計
画
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
割
り
当
て
た
周
波
数
の
現
状
を
示

す
表
」
及
び
「
、
周
波
数
割
当
計
画
に
つ
い
て
は
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 
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（
電
波
の
利
用
状
況
の
調
査
等
） 

第
二
十
六
条
の
二 

総
務
大
臣
は
、
周
波
数
割
当
計
画
の
作
成
又
は
変
更
そ
の
他
電
波
の
有
効
利
用
に
資
す
る
施
策
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
お
お
む
ね
三
年
ご
と
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
線
局
の
数
、
無
線
局

の
行
う
無
線
通
信
の
通
信
量
、
無
線
局
の
無
線
設
備
の
使
用
の
態
様
そ
の
他
の
電
波
の
利
用
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
の
調
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
状
況
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
期
間
の
中
間
に
お
い
て
、
対
象
を
限
定
し
て
臨
時
の
利
用
状
況

調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
利
用
状
況
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
電
波
に
関
す
る
技
術
の
発
達
及
び
需
要
の
動
向
、
周
波
数
割
当
て
に

関
す
る
国
際
的
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
電
波
の
有
効
利
用
の
程
度
を
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
利
用
状
況
調
査
を
行
つ
た
と
き
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

総
務
大
臣
は
、
第
三
項
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
周
波
数
割
当
計
画
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
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い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
周
波
数
割
当
計
画
の
作
成
又
は
変
更
が

免
許
人
に
及
ぼ
す
技
術
的
及
び
経
済
的
な
影
響
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

総
務
大
臣
は
、
利
用
状
況
調
査
及
び
前
項
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
免
許
人
に
対
し
、
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
中
「
及
び
第
二
十
五
条
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
七
条
第
七
号
を
削
る
。 

第
九
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
の
認
定
）
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
（
電
波
の
利
用
状
況
の
調
査

等
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
電
波
の
有
効
利
用
の
程
度
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
三
条
第
一
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六 

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者 

 

第
百
十
三
条
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
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一
号
を
加
え
る
。 

二 
第
二
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者 

 

第
百
十
六
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。 

七 

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
情
報
を
同
条
第
二
項
の
調
査
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に

利
用
し
、
又
は
提
供
し
た
者 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
九
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定 
公
布
の
日 

二 

第
三
十
七
条
の
改
正
規
定 

平
成
十
二
年
十
二
月
五
日
に
採
択
さ
れ
た
千
九
百
七
十
四
年
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安

全
の
た
め
の
国
際
条
約
附
属
書
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日 
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三 

第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
、
第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
百
十
六
条
の
改
正
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

（
検
討
） 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
の
施
行
状
況
に

つ
い
て
電
波
の
監
督
管
理
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 
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理 

由 

 
深
刻
化
し
た
周
波
数
の
逼
迫
状
況
に
お
い
て
、
電
波
に
対
す
る
国
民
の
需
要
に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
無
線
局
に
関
す

る
情
報
の
提
供
制
度
を
拡
充
す
る
ほ
か
、
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
等
に
資
す
る
た
め
、
電
波
の
利
用
状
況
を
調
査
し
評
価
す

る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

   


